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                 平成２３年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）
　　　　　　　　 事業実施計画書及び所要額内訳書
社団法人　財形福祉協会
１．事業実施計画書
	　 事 　業 　累　 計
 　※実施要綱の第2条に掲げる「一般公募型」 　　　　又は「指定型」の別を記入すること
	一般公募型

	   事 　業 　区 　分
 　※実施要綱別紙の「第1」又は「第2」の別
 　　　及び該当するテーマ番号を記入すること
	 （区分番号）第一　４９


	①　事　　　業　　　名
	特別養護老人ホームへの訪問看護サービスの安定供給のための調査研究

	②　事業実施目的
	特別養護老人ホーム（以下、特養と表記）では看護職の設置は義務付けられているが、現状では常勤の看護職員の配置数が少なく、また入所者の重症化・介護度が年々重度化しているため、入所者の看護ニーズへの対応が不十分な状況が生じている。このため、特養の入所者の安全確保と療養生活の質的向上のために、健康管理や病状の変化への対応、日常の看護ニーズへの対応など看護供給体制とその看護の質を向上することが必要であると考えられる。しかし、看護職員の確保は経営上の問題や看護師の確保困難があり、質の確保が難しい。

訪問看護サービスには、提供先が限定されている現状がある。訪問看護サービスが特養にサービスを提供することにより、特養の質の向上と、訪問看護サービスの安定供給が図れる。

　そこで、本研究は、特養に適切な訪問看護体制を構築するため、訪問看護師が特養を訪問し、特養における訪問看護サービスの必要性や連携のあり方、訪問看護の提供効果等について調査し、明確化することを目的とする。


	③　事業実施計画
	独立行政法人福祉医療機構のデータから、群馬県内の特別養護老人ホーム10施設を抽出する。
10施設で従事する職員および入所者・利用者300人から、調査員が聞き取り調査をする。

１.訪問看護サービスにより介入した事例検討
　　　訪問看護師が施設職員とカンファレンス等を行い、介入前後を比較検討する。（文献検索と考察）

　２.訪問看護師と施設職員との意識調査

訪問看護師が、施設職員に対し、介入前後の変化について面接調査を行う。

３. 訪問看護師の、入所者と利用者への影響調査

　　　訪問看護サービス導入による、入所者と利用者の満足度調査を行なう。
４. 訪問看護サービスの、入所者と利用者の生活への影響調査

施設調査票（アンケート）を作成し、施設から、入居者の要介護度等属性に関する基礎的データのほか、食事など、定性的に把握可能な個別ケアの実態を調査する。

　　



	
	４. 訪問看護サービスの、入所者と利用者の生活への影響調査

施設調査票（アンケート）を作成し、施設から、入居者の要介護度等属性に関する基礎的データのほか、食事など、定性的に把握可能な個別ケアの実態を調査する。

　　



	④　国庫補助所要額
	  　９，４４０　千円

	⑤　事業実施予定期間
	 　平成23年7月1日　から　平成24年3月31日　まで

	⑥　事業実施予定場所
	社団法人　財形福祉協会　、社会福祉法人　元気の郷　他

	⑦　事業内容
	１．訪問看護の対象となる利用者を、訪問看護師が訪問する。
（訪問看護介入方法・内容・回数・時間等については、個別の入所者の状況に基づき行う）
２．特別養護老人ホーム、訪問看護ステーションの双方間で適宜カンファレンスを実施する。
（必要に応じて訪問看護の介入方法・内容・回数・時間等の変更を行う）
３．介入前後においての、特養の看護師・介護士へのアンケート調査　　　　　

４．入居者・利用者とその家族の満足度調査

５．事例に関しての介入効果について検討委員会にて評価を行う。

	⑧　事業の効果及び活用
    方法
	１．特別養護老人ホーム入所者が抱える個別看護ニーズへの対応が可能になる。

２．特別養護老人ホームにおける看護と介護の協働活動が向上する。
３．訪問看護ステーションからの訪問により、特別養護老人ホームの活性化につながる。
４．訪問看護ステーションの役割拡大。


	⑨　事　業　担　当　者
	斎藤　淳一

	⑩　経　理　担　当　者
	新飼　民子


別　添
　　　　　　　　　　　　　　　　調査事業計画書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社団法人　財形福祉協会　　理事長　市川　亮一
	 　調査名
	特別養護老人ホームへの訪問看護サービスの安定供給のための調査研究

	   調
 　査
 　対
 　象
	 調査対象地区
	群　馬　県　

	
	 調査対象者等
	下記で従事する、職員および入所者・利用者。

特別養護老人ホーム　　10ヵ所

合　計　10ヵ所



	
	悉皆・抽出の別
	独立行政法人福祉医療機構のデータから、群馬県内の特別養護老人ホームを抽出する。

	
	 調査方法
	調査員による、特別養護老人ホームでの聞き取り調査。



	
	 調査客体数
	３００人

	 　　調査内容
	１.訪問看護サービスにより介入した事例検討
　　　訪問看護師が施設職員とカンファレンス等を行い、介入前後を比較検討する。（文献検索と考察）

　２.訪問看護師と施設職員との意識調査

訪問看護師が、施設職員に対し、介入前後の変化について面接調査を行う。

３. 訪問看護師の、入所者と利用者への影響調査

　　　訪問看護サービス導入による、入所者と利用者の満足度調査を行なう。

４. 訪問看護サービスの、入所者と利用者の生活への影響調査

施設調査票（アンケート）を作成し、施設から、入居者の要介護度等属性に関する基礎的データのほか、食事など、定性的に把握可能な個別ケアの実態を調査する。



	 　　調査時期
	　　　　平成23年7月1日　から　平成24年3月31日　まで

	調査結果の主要集計項目
	（事例調査）

訪問看護サービスを導入した施設において、訪問看護師（調査員）が毎週１回・５ヶ月間にわたり、その経過を定期調査する。

・訪問看護師と施設職員の意識調査　　　　

調査員が、施設職員の介入前後の変化についての面接調査し結果集計する。

・入所者・利用者の生活への影響調査

施設調査票（アンケート）を作成し、調査員が、入居者の要介護度等属性に関する基礎的データのほか、満足度も含めた定性的に把握可能な個別ケアの実態を調査集計し、訪問看護サービスの今後の展開を考察する。


	 調査結果の活用法
	１．特別養護老人ホーム入所者が抱える個別看護ニーズへの対応が可能になる。

２．特別養護老人ホームにおける看護と介護の協働活動が向上する。
３．訪問看護ステーションからの訪問により、特別養護老人ホームの活性化につながる。
４．訪問看護ステーションの役割拡大。


	 その他参考事項
	な　し


